
令和６年度 

 ＵＩターン福祉人材確保事業のご案内  

（障害福祉サービス事業所関係） 

 日頃は、本市の障害福祉行政等にご理解とご協力をいただき、ありがとうご

ざいます。この制度は、福祉人材の確保と定住促進を図るために、市内の障害

福祉サービス事業所（※１）に就職されたＵＩターン者（※２）及び新規学卒

者（※３）の方に対して、家賃等（※４）の一部を予算の範囲内において補助

するものです。 

 

対象となる方 

令和２年４月１日以後に、市内の障害福祉サービス事業所に正職員（※５）

として就職され、かつ、借家等（※６）を借りるなどにより家賃等を支払わ

れる方であって、次の要件を満たす方です。 

 

① 本市の住民基本台帳に記載されている新規学卒者及びＵＩターン就職者 

② 採用時点で看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、社

会福祉士、精神保健福祉士の資格を有する者又は相談支援専門員初任者研

修、介護職員実務者研修、介護職員初任者研修、生活援助従事者研修修了

者の資格を有する者又は介護職員実務者研修、介護職員初任者研修、生活

援助従事者研修修了者 

 

 

補助金の額 

 上限額：月額３０，０００円（１年目）２０，０００円（２年目） 

     ※予算の執行状況によって、補助額が変更する場合があります。 

  ※支払われた家賃等の月額から、事業所からの家賃補助額を差し引

いた額。ただし、１，０００円未満の端数が生じたときは、これ

を切り捨てるものとします。 

申請方法 

  綾部市ＵＩターン福祉人材確保事業補助交付申請書（様式第１号）に次の関

係書類を添付の上、障害者支援課障害者福祉担当まで、ご提出ください。 

 

① 住宅賃貸借契約書の写し 

② 住民票の写し（新規学卒者の方で住民票を異動せずに通学されておられ

た場合は、当時の住宅賃貸借契約書の写し） 

③ 給料支払明細書 

④ 新規学卒者の方は、卒業証明書の写し 

⑤ 対象となる資格証明書の写し 

⑥ その他（特に市長が必要と認める書類の写し） 



   

 用語の説明 

    ※１ 綾部市内に事業所を有する サービス事業所（障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）

第３６条第１項に規定するサービス事業所）、指定障害者支援施設（同法

第２９条に規定する障害者支援施設）、一般相談支援事業所（同法第５１

条の１９第１項に規定する一般相談支援事業所）及び特定相談支援事業

所（同法第５１条の２０第１項に規定する特定相談支援事業所） 

    ※２ 綾部市に居住されていた方で、市外に転出、就職した後、綾部市に転

入し、市内の障害福祉サービス事業所に再就職した方又は綾部市に居住

したことのない方で、綾部市に転入し、市内の障害福祉サービス事業所

所に就職した方。 

    ※３ 在学中、市外に居住し、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１

条に規定（幼稚園及び小学校除く。）又は同法第１２４条に規定する専修

学校に通学し、雇用される年の３月に卒業した方（雇用される年の前年

の３月に卒業予定であった方で、単位の未取得等により前年４月１日か

ら雇用される年の３月３１日までの間に卒業した方を含む。）。 

    ※４ 家賃、共益費及び当該家賃等に附属する駐車場使用料を合算した額。 

    ※５ 正規雇用で、雇用期間を限定することなく雇用されている方。 

    ※６ 市内の所在する借家、アパート等（勤務する事業所の社宅及び社員寮

を除く。）。 

 

   ご注意ください。 

     補助金の交付決定を受けられた後に、申請された内容に変更が生じた場合 

は、必ず、ご連絡ください。後日、綾部市ＵＩターン福祉人材確保事業補助 

金変更交付申請書（様式第３号）を提出いただくことになります。 

  万一、連絡がなく、偽りの事実を確認した場合は、交付決定の全部又は一 

部を取消し、既に補助金が交付されている場合は、補助金の全部または一部 

の返還を命ずることがあります。 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先及び申請書提出先 

      〒６２３－８５０１ 

    綾部市若竹町８番地の１ 

              綾部市福祉部障害者支援課障害者福祉担当 

               電話（０７７３）４２－４２５４（直通） 


